
　　　　　　　　　主　　　　文
　　　　　本件控訴を棄却する
　　　　　控訴費用は控訴人の負担とする
　　　　　　　　　事　　　　実
　控訴人は「（１）原判決中控訴人勝訴の部分を除いて、その余を取り消す。
（２）被控訴人は控訴人に対し原判決添付目録（一）記載の土地・家屋につき、昭
和二四年二月九日福岡法務局ａ町出張所受付第○△△号をもつてなされた、同年一
月二七日付売買予約による所有権移転請求権保全の仮登記の抹消登記手続をせよ。
（３）被控訴人の反訴請求を棄却する。（４）訴訟費用は第一・二審とも被控訴人
の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、控訴棄却の判決を求めた。
　事実及び証拠の関係は、当事者双方が「原判決添付目録（二）の（ロ）中Ａとあ
るのは、Ａの誤記である」と一致陳述し、控訴人において、甲第一一号証の一から
五、第一二・第一三号証の各一から三まで、第一四号証を提出し、当審証人Ｂ・
Ｃ・Ｄの各証言を援用し、乙第八・九・一〇号証の成立を認め、被控訴人におい
て、乙第八・九・一〇号証を提出し、当審証人Ｅの証言、当審鑑定人Ｆの鑑定の結
果を援用し、前示甲号各証の成立を認め、乙第四号証の一・二は原審において控訴
人の同意を得て、すでに撤回しているものであると述べた外は原判決に示すとおり
である。（ただし、被控訴人の援用する原審被控訴本人の尋問の結果は、二回でな
く前後三回である。）
　　　　　　　　　理　　　　由
　当裁判所の審理の結果に徴するも、原判決が排斥した控訴人の控訴の趣旨（２）
記載の請求は失当であつて棄却すべく、被控訴人の反訴請求は正当として認容すべ
きものと判定する。その所以は、以下付加訂正する以外は、原判決の「理由」に示
すとおりである。
　一、　昭和二四年一月二八日本件停止条件付代物弁済契約が締結された当時にお
ける破産者Ｃの負債・資産（積極財産）の概況は、この点に関する原判決挙示の証
拠の外、成立に争のない甲第一一号証の一・二・三、乙第八・九号証、当審証人Ｃ
の証言の一部・同Ｂ・同Ｅの各証言、当審被控訴本人の尋問の結果を総合すれば、
負債としては、原判決認定の元金七〇万五千円及びその利息損害金の外、（１）昭
和二二年六月一〇日訴外Ｇから借り受けた元金四万円・弁済期同年八月一〇日・利
息の定めのない借入金。（２）昭和二三年一〇月二〇日訴外Ｈから借り受けた元金
五万円・弁済期昭和二四年二月末日・利息の定めのない借入金。（３）昭和二三年
一二月二〇日訴外Ｉから借り受けた利息・弁済期の定めのない八万円の借入金。
　以上元金計一七万円と右（１）の四万円に対する期限後の法定利率による損害金
の負債が存したのみで、福岡銀行に対する現実の債務はいまだ発生しておらず、
（甲第一一号証の一には昭和二三年七月四日ＩがＣに対し一〇万円を貸しつけたよ
うに記載してあるけれども、右金員は同人の子ＪがＩから借り受けたものであつ
て、Ｃの債務でないことが認められる。）他面資産（積極財産）は、（１）原判決
添付目録（一）の時価一〇〇万円位の土地家屋。（２）原審認定のように純益二〇
〇万円位を収めうる同目録（二）の山林の外（３）時価二万五千円ないし三万円の
電話加入権・新品の自転車二台・相当の価格を有する電蓄・豪華な調度品その他の
備品・家具類を有していたことが認められるので、原判決説示のとおり前示停止条
件付代物弁済契約は他の原因によつて破産財団に回復しうるや否やは格別として、
破産法上の否認の対象となるべきいわれはないと解するのが相当である。
　以上の認定に反する原審及び当審証人Ｃ・原審証人Ｋの証言は、援用の証拠と対
比して信用できず、その他に右認定を左右するに足る証拠はない。
　二、　前認定のように、被控訴人は昭和二四年一月二八日Ｃに対し、三〇万円を
利息月一割（右一に挙示の証拠によると、利息は前払されている）。弁済期同年二
月一〇日の約でその営業資金に使用されるために貸し付け、これと同時に同人との
間に弁済期に元金三〇万円が弁済されないことを条件として、同人所有の本件土
地・家屋の所有権が代物弁済として被控訴人に移転する旨の停止条件付代物弁済契
約を締結したのに、これが登記に現われたところを見るに同年二月九日福岡法務局
ａ町出張所登記受付第○△△号をもつて、本件土地・家屋につき、同年一月二七日
付の売買予約を原因とする所有権移転の請求権を保全するための仮登記がなされて
おり、仮登記の原因及び日付においてその間相違をきたしているのであるが、これ
は、前認定事実に徴し成立を認めうる甲第一〇号証の一、原審証人Ｌ・Ｍの各証
言、原審被控訴本人尋問の結果を考え合わせると、右三〇万円の消費貸借及び条件
付代物弁済契約は、昭和二四年一月二八日の数日前から弁護士等法律家の介在なし



にその交渉が始められ、同月二六・七日頃には、「同月二八日三〇万円の授受があ
るものとして」前示内容の消費貸借及び条件付代物弁済に関する当事者の合意が成
立したこと及び右条件付代物弁済契約については、ついにその契約証書が作成され
なかつたこと、そして、かかる事情の下において、前認定の本件契約が売買の予約
ではなく、停止条件付代物弁済であることを簡明に他人に開陳して、これに基く仮
登記申請書類の作成を委嘱し、またその委嘱に応じてその書類を作成するには、関
係当事者において相当法律の専門知識を必要とするのはいうまでもないのである
が、この知識があるとは容易く推測しがたい被控訴人及びＣの委嘱を受けこの委嘱
に応じて、司法書士Ｍが本件仮登記申請書類を作成し、右両名の代理人となつて仮
登記申請をなしたことなどの一連の事情から、本件仮登記とその実体関係との間に
前示の差異を生ずるにいたつたものと解するのが相当である。
　<要旨>三、　ところで、以上の認定事実から推知されるように、仮登記申請書
に、仮登記原因の日付として、昭和二四</要旨>年一月二八日と記載すべきところ
を、同年同月二七日と記載し、仮登記の原因として、昭和二四年二月一〇日まで
に、元金三〇万円の支払がないことを条件とする停止条件付代物弁済契約による所
有権移転とすべきところを、売買予約による所有権移転請求権の保全と記載したた
め、右申請書の記載に対応する仮登記の記載がなされた場合においても、仮登記原
因の日時において僅か一日の差異の存することは、仮登記の効力を左右するもので
はなく、後日停止条件が成就し、仮登記の目的たる不動産所有権が仮登記権利者に
移転したときは、仮登記権利者は、仮登記義務者に対し、仮登記の原因及び日付に
ついて更正登記を求める請求とともに、あるいは、更正登記を求める請求を併合し
ないで、仮登記に基いて本登記を請求しうるものと解すべきで、これは、更正登記
並びに仮登記の効力性質に照らし、むしろ当然である。
　したがつて、本件において、仮登記とその実体関係との間に前示相違の存するこ
とは、被控訴人の反訴請求を認容するの妨げとなるものではない。
　されば、以上と結論を同じくする原判決は相当で、控訴を理由なしと認め、民事
訴訟法第三八四条・第九五条・第八九条にしたがい主文のとおり判決する。
　（裁判長裁判官　鹿島重夫　裁判官　秦亘　裁判官　山本茂）


